
№ 付　　議　　事　　項

１ 議案第 ６６ 号

＜ 氏 名 ＞ 中西　勝也

２ 議案第 ６７ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　４７，６５２，０００円

＜ 契 約 先 ＞ ＮＥＣフィールディング株式会社北大阪支店

＜ 契 約 概 要 ＞ ノート型パソコン及びモニター３００台、ソフトウェア一式

＜ 納 期 ＞ 令和６年３月２２日まで

３ 認定第 １ 号

４ 認定第 ２ 号

５ 認定第 ３ 号

６ 認定第 ４ 号

７ 認定第 ５ 号

８ 認定第 ６ 号

９ 認定第 ７ 号

１０ 認定第 ８ 号

１１ 認定第 ９ 号

令和４年度高槻市自動車運送事業会計決
算認定について

令和４年度高槻市水道事業会計決算認定
について

令和４年度高槻市介護保険特別会計歳入
歳出決算認定について

令和４年度高槻市後期高齢者医療特別会
計歳入歳出決算認定について

令和４年度高槻市母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計歳入歳出決算認定につい
て

令和４年度高槻市財産区会計歳入歳出決
算認定について

令和４年度高槻市下水道等事業会計決算
認定について

令和４年度高槻市一般会計歳入歳出決算
認定について

＜令和４年度決算状況のとおり＞

（４～７ページ参照）

令和４年度高槻市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算認定について

令和５年９月市議会定例会付議事項の主要内容
議案番号 主　　要　　内　　容

高槻市固定資産評価審査委員会委員選任
につき同意を求めることについて

パソコン等購入契約締結について
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№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

１２ 報告第 ９ 号 ＜ 事 業 名 ＞ 市民会館建替事業

＜継続費の期間＞ 平成３０年度～令和４年度

＜ 計 画 額 ＞ １５，１００，０００，０００円

＜ 実 績 額 ＞ １４，６６５，２７１，０６０円

＜ 事 業 名 ＞ ごみ処理施設更新事業

＜継続費の期間＞ 令和２年度～令和４年度

＜ 計 画 額 ＞ １，９３２，７００，０００円

＜ 実 績 額 ＞ １，９３２，７００，０００円

＜ 事 業 名 ＞ 城跡公園再整備事業（中央エリア）

＜継続費の期間＞ 令和３年度～令和４年度

＜ 計 画 額 ＞ １，４００，０００，０００円

＜ 実 績 額 ＞ １，１７６，６９６，４００円

１３ 報告第 １０ 号

（８ページ参照）

１４ 議案第 ６８ 号

１５ 議案第 ６９ 号

１６ 議案第 ７０ 号

１７ 議案第 ７１ 号

１８ 議案第 ７２ 号 ＜ 認 定 ＞ 大蔵司２３４号線　ほか　５路線　３５１．４２ｍ

１９ 議案第 ７３ 号

高槻市道路線の認定について

土地明渡等請求事件の和解について 高槻市大字唐崎財産区所有地（唐崎北二丁目２１５８番地２）を権原無く利用していた
隣接土地利用者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当損害金請求、損害賠償
請求に係る訴えを提起していた事案について、対象物件である土地の売り渡し及び当該
土地の使用料相当損害金の一部の支払いを求める内容で和解を行う。

高槻市会計年度任用職員の給与等に関す
る条例中一部改正について

＜令和５年９月市議会提出予定条例議案概要のとおり＞

（９、１０ページ参照）

高槻市火災予防条例中一部改正について

高槻市食品衛生法施行条例等中一部改正
について

高槻市立幼保連携型認定こども園条例及
び高槻市認定こども園の認定の要件及び
基準を定める条例中一部改正について

令和４年度高槻市一般会計継続費精算報
告について

令和４年度高槻市財政健全化判断比率等
の報告について

＜令和４年度健全化判断比率等の状況のとおり＞
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№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

２０ 議案第 ７４ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　５３１，０１０千円

＜補正後の総額＞ 　１３７，５２４，００９千円

＜債務負担行為＞ ＪＲ高槻駅北側駅舎内エスカレーター更新工事の期間及び限度額設定

　　令和５年度から令和６年度　　　　４５，０００千円

小型貨物ダンプ購入業務の期間及び限度額設定

　　令和５年度から令和６年度　　　　　６，３０８千円

高槻市島本町消防指令センター整備事業の期間及び限度額設定

　　令和５年度から令和７年度　１，２００，０００千円

＜地方債補正＞ 　　　　△８００，０００千円

（１１ページ参照）

２１ 議案第 ７５ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　６１３，３２０千円

＜補正後の総額＞ 　　３７，４６８，３６５千円

（１１ページ参照）

２２ 議案第 ７６ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　８４８，５７６千円

＜補正後の総額＞ 　　３４，１５２，５９１千円

（１１ページ参照）

２３ 議案第 ７７ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　２５６，４４７千円

＜補正後の総額＞ 　　　７，３８８，５０６千円

（１１ページ参照）

２４ 議案第 ７８ 号 ＜債務負担行為＞ コンビニエンスストア収納代行業務の期間及び限度額設定

　　令和５年度から令和６年度　　　　２１，９４４千円

（１１ページ参照）

※　その他
債権の放棄に係る報告について

令和５年度高槻市介護保険特別会計補正
予算（第１号）

令和５年度高槻市後期高齢者医療特別会
計補正予算（第１号）

令和５年度高槻市水道事業会計補正予算
（第２号）

令和５年度高槻市一般会計補正予算（第
５号）

令和５年度高槻市国民健康保険特別会計
補正予算（第１号）
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令和４年度　決算状況

各会計決算状況一覧表 （単位：千円）

1 一般会計

2 国民健康保険特別会計

3 介護保険特別会計

4 後期高齢者医療特別会計

5
母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計

6 財産区会計

7 下水道等事業会計

8 自動車運送事業会計

9 水道事業会計

　　・　端数処理については、表示単位未満で行っている。

904,907

令和４年度末
未処分利益

剰余金

924,028

2,797,825

1,702,411797,504

2,102,568

110,337

45,338

支　　　出

5,256,927

715,769

2,124,048

収　　　入

歳入歳出
差引額

1,540,154

単年度収支

36,749,759

31,258,062

606,368

507,932

0

0

資　本　的　収　支
令和４年度
損    　益

令和３年度
からの繰越
利益剰余金

歳　　　　　　入

146,598,979

37,356,128

32,106,639

7,228,397

173,711

4,760,445

歳　　　　　　出

145,058,825

会　　計　　区　　分

3,859,525

6,093,385

6,971,950

15,154

会　　計　　区　　分

5,295,881

収　益　的　収　支

収　　　入

実質収支額

1,032,222

606,368

848,577

256,447

158,558

4,644,325

848,577

256,447

158,558

4,644,325

翌年度へ
繰越すべき財源

8,741,293

△ 1,540,484

62,608

△ 93,446

45,499

3,375,106

支　　　出

8,216,425

116,120

524,868

484,419

1,329,160

2,313,406

53,840

△ 77,078

0

0

0
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　 （単位：百万円、％）

区　分　・　年　度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

(a) 94,182 100,345 102,962 106,006 105,969 104,266 111,112 113,714 117,854

(b) 93,132 96,506 101,772 103,198 105,001 102,515 110,106 111,973 116,263

(c) 1,050 3,839 1,189 2,808 968 1,751 1,006 1,741 1,591

(d) 525 3,227 467 2,503 468 1,503 430 1,318 950

(e) 525 611 722 304 500 248 576 423 641

(f) △ 113 86 111 △ 418 195 △ 252 328 △ 153 218

(g) 248 188 238 1,427 661 256 1,332 298 274

(h) 0 316 0 0 195 0 0 0 0

(i) 700 0 0 0 0 0 0 0 0

(j) △ 565 591 349 1,009 1,051 4 1,660 145 492

実質収支比率 0.8 1.0 1.1 0.5 0.8 0.4 0.9 0.6 1.0

経常収支比率 94.7 92.9 92.6 88.1 91.5 91.9 91.2 93.8 93.3

98.8 96.6 97.7 94.6 94.5 96.8 96.1 98.3 97.6

標準財政規模 64,902 64,053 63,903 64,326 65,402 65,947 66,740 67,024 67,407

基準財政需要額 49,385 49,404 48,475 47,199 48,613 48,723 48,746 49,464 50,492

基準財政収入額 42,357 40,863 39,390 36,538 37,584 37,584 37,923 38,745 40,781

財政力指数 0.858 0.827 0.813 0.774 0.773 0.771 0.778 0.783 0.808

0.808 0.826 0.833 0.805 0.787 0.773 0.774 0.777 0.790

市債現在高 53,527 51,976 50,997 50,725 48,236 47,085 48,933 50,488 51,774

25,068 23,182 21,117 18,652 16,998 15,734 18,002 20,649 22,454

積立金現在高 35,586 35,485 35,344 35,761 36,349 36,570 39,400 38,656 38,989

10,578 10,767 11,004 12,431 13,092 13,347 14,679 14,977 15,251

11,810 11,880 11,931 12,023 12,055 11,576 12,182 10,212 9,283

収益事業収入額 80 83 66 46 22 47 44 83 77

債務負担行為額 6,881 6,309 3,235 3,236 4,048 15,587 15,676 29,152 25,365

うち公共施設等総合管理基金

うち財政調整基金

歳　出　総　額

歳入歳出差引　(a)-(b)

翌年度へ繰り越すべき財源

積　立　金

普　通　会　計　財　政　状　況　等　の　推　移

実質収支　(c)-(d)

繰上償還額

３ヶ年平均

単　年　度

積立金取崩し額

歳　入　総　額

実質単年度収支(f)+(g)+(h)-(i)

単年度収支　(e)-前年度(e）

 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 



 
　

区　分　・　年　度

(a)

(b)

(c) 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

実質収支比率

経常収支比率

標準財政規模

基準財政需要額

基準財政収入額

財政力指数

市債現在高

積立金現在高

収益事業収入額

債務負担行為額

うち公共施設等総合管理基金

うち財政調整基金

歳　出　総　額

歳入歳出差引　(a)-(b)

翌年度へ繰り越すべき財源

積　立　金

実質収支　(c)-(d)

繰上償還額

３ヶ年平均

単　年　度

積立金取崩し額

歳　入　総　額

実質単年度収支(f)+(g)+(h)-(i)

単年度収支　(e)-前年度(e）

（単位：百万円、％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 増減(R4-R3) 増減率

113,611 113,518 124,320 119,471 169,889 150,326 146,739 △ 3,586 △ 2.4

112,265 111,410 121,754 114,889 164,662 145,996 145,041 △ 955 △ 0.7

1,346 2,108 2,566 4,582 5,227 4,330 1,699 △ 2,631 △ 60.8

418 868 2,066 3,936 4,607 1,755 666 △ 1,089 △ 62.0

928 1,241 500 646 620 2,575 1,032 △ 1,542

288 313 △ 741 146 △ 26 1,955 △ 1,542 △ 3,497

349 494 648 275 344 2,856 1,966 △ 890 △ 31.2

0 0 19 0 0 0 0 0 —

0 0 1,900 0 1,300 0 3,000 3,000 皆増

637 806 △ 1,974 421 △ 981 4,810 △ 2,577 △ 7,387

1.4 1.8 0.7 0.9 0.9 3.5 1.4 △ 2.1

94.9 94.8 94.9 94.7 92.2 89.9 90.7 0.8

98.8 97.8 97.1 97.9 95.0 91.1 91.9 0.8

67,719 67,955 67,764 68,299 70,358 74,318 72,964 △ 1,355 △ 1.8

50,932 50,633 50,222 51,262 53,273 55,472 57,818 2,346 4.2

41,834 41,385 41,164 41,512 43,333 42,081 44,155 2,074 4.9

0.821 0.817 0.820 0.810 0.813 0.759 0.764 0.005

0.804 0.815 0.819 0.816 0.814 0.794 0.779 △ 0.015

51,867 48,782 52,544 50,036 47,537 45,481 41,715 △ 3,766 △ 8.3

23,740 22,466 28,373 27,360 26,644 27,013 25,433 △ 1,579 △ 5.8

38,989 39,143 34,740 32,359 31,456 35,071 38,448 3,377 9.6

15,601 16,094 14,842 15,117 14,161 17,017 15,983 △ 1,034 △ 6.1

9,128 9,156 7,921 6,501 9,694 12,826 17,354 4,528 35.3

48 113 119 186 222 345 452 107 30.9

18,776 14,382 5,200 6,194 10,729 10,754 13,095 2,341 21.8

　※１　新型コロナウイルス感染症対策関連事業（新型コロナウイルスワクチン接種事業、子育て世帯への特別給付金事業）において、令和４年度にて国に返還する償還金1,630百万円を含んでいる。

　　・　経常収支比率については、上段に臨時財政対策債を経常一般財源とみなした数値を、下段には臨時の一般財源とした数値を基にして算出した。

　　・　標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含んでいる。

　　・　市債現在高については、下段に臨時財政対策債、臨時税収補てん債及び減税補てん債を除いた額を表示した。

　　・　端数処理については、表示単位未満で行っている。

※１
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令和４年度普通会計歳入歳出決算内訳

歳　　入 （単位：千円,％） 歳　　出（性質別） （単位：千円,％）
令和４年度 令和３年度 増減額 増減率 令和４年度 令和３年度 増減額 増減率
決算額 (A) 決算額 (B) (A)-(B) 決算額 (A) 決算額 (B) (A)-(B)

1 市税 51,410,705 50,949,915 460,790 0.9 1 人件費 20,825,574 21,138,373 △ 312,799 △ 1.5
2 地方譲与税 620,647 616,628 4,019 0.7 2 扶助費 44,290,999 47,832,663 △ 3,541,664 △ 7.4
3 利子割交付金 52,008 59,308 △ 7,300 △ 12.3 3 公債費 8,157,957 8,071,156 86,801 1.1
4 配当割交付金 434,035 468,542 △ 34,507 △ 7.4 　　うち元利償還金 8,157,957 8,071,109 86,848 1.1
5 株式等譲渡所得割交付金 310,448 526,391 △ 215,943 △ 41.0 　　うち一時借入金 0 47 △ 47 皆減
6 地方消費税交付金 7,859,955 7,499,539 360,416 4.8 小　　　　計 73,274,530 77,042,192 △ 3,767,662 △ 4.9
7 ゴルフ場利用税交付金 51,336 65,539 △ 14,203 △ 21.7 4 物件費 19,950,757 20,149,816 △ 199,059 △ 1.0
8 特別地方消費税交付金 0 0 0 - 5 維持補修費 2,153,232 2,264,144 △ 110,912 △ 4.9
9 自動車取得税交付金 4,460 0 4,460 皆増 6 補助費等 14,931,196 10,917,944 4,013,252 36.8
10 自動車税環境性能割交付金 133,459 119,781 13,678 11.4 7 積立金 6,700,784 6,317,433 383,351 6.1
11 法人事業税交付金 657,981 502,841 155,140 30.9 8 投資及び出資金、貸付金 896,589 1,065,473 △ 168,884 △ 15.9
12 地方特例交付金等 412,354 590,153 △ 177,799 △ 30.1 9 繰出金 13,480,860 12,411,159 1,069,701 8.6
13 地方交付税 14,341,441 14,058,991 282,450 2.0 10 前年度繰上充用金 0 0 0 -

　普通交付税 13,665,515 13,391,349 274,166 2.0 11 投資的経費 13,652,678 15,827,730 △ 2,175,052 △ 13.7
　特別交付税 675,926 667,642 8,284 1.2 　普通建設事業費 13,652,678 15,686,536 △ 2,033,858 △ 13.0

小　　　計 76,288,829 75,457,628 831,201 1.1 　　うち補助事業 6,700,992 9,526,415 △ 2,825,423 △ 29.7
14 交通安全対策特別交付金 36,732 41,465 △ 4,733 △ 11.4 　　うち単独事業 6,876,003 6,127,636 748,367 12.2
15 分担金及び負担金 1,277,396 742,031 535,365 72.1 　　うち県営事業負担金 75,683 32,485 43,198 133.0
16 使用料 1,803,340 1,569,620 233,720 14.9 　災害復旧費 0 141,194 △ 141,194 皆減
17 手数料 465,048 457,997 7,051 1.5 　失業対策事業費 0 0 0 -
18 国庫支出金 38,985,462 44,500,203 △ 5,514,741 △ 12.4
19 府支出金 10,352,288 9,799,642 552,646 5.6 145,040,626 145,995,891 △ 955,265 △ 0.7
20 財産収入 636,932 265,402 371,530 140.0
21 寄附金 760,000 746,120 13,880 1.9 歳　　出（目的別）
22 繰入金 3,327,110 3,302,670 24,440 0.7 令和４年度 令和３年度
23 繰越金 4,329,822 5,227,301 △ 897,479 △ 17.2 決算額 (A) 決算額 (B)
24 諸収入 4,163,178 2,290,534 1,872,644 81.8 1 議　会　費 590,381 626,521 △ 36,140 △ 5.8
25 市債 4,313,200 5,925,100 △ 1,611,900 △ 27.2 2 総　務　費 19,562,680 23,220,957 △ 3,658,277 △ 15.8

3 民　生　費 65,871,597 68,092,457 △ 2,220,860 △ 3.3
歳　入　合　計 146,739,337 150,325,713 △ 3,586,376 △ 2.4 4 衛　生　費 18,096,246 16,433,760 1,662,486 10.1

5 労　働　費 77,454 80,248 △ 2,794 △ 3.5
　市税の内訳 6 農林水産業費 665,493 852,260 △ 186,767 △ 21.9

令和４年度 令和３年度 7 商　工　費 4,500,250 2,988,437 1,511,813 50.6
決算額 (A) 決算額 (B) 8 土　木　費 9,625,357 8,159,019 1,466,338 18.0

1 個人市民税 21,190,303 20,845,442 344,861 1.7 9 消　防　費 3,427,882 3,492,365 △ 64,483 △ 1.8
2 法人市民税 2,759,413 2,882,516 △ 123,103 △ 4.3 10 教　育　費 13,278,717 12,711,654 567,063 4.5
3 固定資産税 19,956,813 19,879,577 77,236 0.4 11 災害復旧費 0 141,194 △ 141,194 皆減
4 軽自動車税 475,136 451,809 23,327 5.2 12 公　債　費 8,157,957 8,071,156 86,801 1.1
5 市たばこ税 1,756,607 1,667,884 88,723 5.3 13 諸支出金 1,186,612 1,125,863 60,749 5.4
6 特別土地保有税 0 0 0 - 14 前年度繰上充用金 0 0 0 　 -
7 入湯税 22,577 15,377 7,200 46.8
8 事業所税 1,143,475 1,126,102 17,373 1.5 145,040,626 145,995,891 △ 955,265 △ 0.7
9 都市計画税 4,106,381 4,081,208 25,173 0.6 ※　端数処理については、表示単位未満で行っている。

51,410,705 50,949,915 460,790 0.9 ＜都市計画税の使途状況＞
　【歳入】　都市計画税　   　　4,106,381千円

＜引上げ分の地方消費税が充てられる社会保障経費＞ 　【歳出】　都市計画事業　 　　3,677,349千円（うち一般財源　1,537,575千円）
　【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　4,737,342千円 　　　　　　土地区画整理事業　　  81,677千円（うち一般財源　   29,816千円）
　【歳出】　（民生費）社会福祉費  12,992,103千円（うち一般財源　2,731,956千円） 　　　　　　地方債償還　　  　 3,935,269千円（うち一般財源　3,935,269千円）
　　　　　　（民生費）児童福祉費　18,188,175千円（うち一般財源　5,839,020千円）
　　　　　　（民生費）生活保護費　 9,886,064千円（うち一般財源　1,979,557千円） ＜事業所税の使途状況＞
　　※各科目に計上した社会保障施策に要する経費（事務費及び人件費は除く） 　【歳入】　事業所税　　　　 　1,143,475千円

　【歳出】　徴税費　　　　　　　　 9,415千円（うち一般財源　    9,415千円）
＜入湯税の使途状況＞ 　　　　　　都市環境の整備　　 9,055,987千円（うち一般財源　4,112,188千円）
　【歳入】　入湯税　  　　　　　 22,577千円
　【歳出】　観光振興　　　　 　 125,212千円（うち一般財源　110,912千円） ＜森林環境譲与税の使途状況＞

　【歳入】　森林環境譲与税　　  　48,697千円
　【歳出】　森林災害復旧・森林環境保全　　17,504千円（うち一般財源　   17,504千円）
　　　　　　森林環境譲与税基金 　　　　   31,193千円（うち一般財源　   31,193千円）

増減率増減額

増減率増減額
(A)-(B)

市　税　合　計

項　　　　目

(A)-(B)

項　　　　目 項　　　　目

歳　出　合　計

歳　出　合　計

項　　　　目
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＜健全化判断比率＞

１．実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

２．連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率

３．実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

４．将来負担比率

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

＜資金不足比率＞

公営企業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

令和４年度

健全化判断比率等の状況

連結実質赤字比率　＝

実質赤字比率　　　＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字額

標準財政規模

下水道等事業会計
資金不足比率

4 将来負担比率

連結実質赤字比率
比
率
の
状
況

1 実質赤字比率

実質公債費比率　　＝

将来負担比率　　　＝

資金不足比率　　　＝

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

資金の不足額

事業の規模

20.0

－ － －
法
適
用

％自動車運送事業会計 －

水道事業会計 －

財政運営の深刻度

年間の借金等返済額
の大きさ

負債が将来財政を
圧迫する可能性

経営状況の深刻度

－

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

※実質赤字比率
　連結実質赤字比率
　将来負担比率
　資金不足比率
　の算出結果が「0」若しくはマイナス
　の数値の場合は、「－」表示とする。

早期健全化基準 財政再生基準 令和４年度

3 実質公債費比率 25.0 35.0 △ 0.4

350.0 －

経営健全化基準

－ － －

参
　
考

令和３年度 令和２年度

－ －

－ －

－ －

－

－

△ 1.3 △ 0.8
％

11.25 20.0

2 16.25 30.0
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令和５年 9 月市議会提出予定条例議案概要 

 

議案 

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

６８ 高槻市会計年度任用職員の給与

等に関する条例中一部改正につ

いて 

  

 中央最低賃金審議会の答申（令和５年７月２８日付け）及び大阪地方最低賃金審議会の

答申（同年８月７日付け）に基づき、大阪府における最低賃金額が１時間につき 

１,０６４円（現行：１,０２３円）に引き上げられる見込みであることを踏まえ、時間額

制会計年度任用職員のうち１０等級のものの報酬時間額（現行初号給：１,０４５円）を

２０円引き上げる。（別表第３関係） 

  

 令和５年１０月１日から施

行する。 

  

６９ 高槻市火災予防条例中一部改正

について 

  

 「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和５年総務

省令第４８号）」により、条例を定めるに当たって従うべき基準が改められたため、改正

後の当該基準に従い、次のとおり改正を行う。 

 (1) 規制対象から除く蓄電池設備について次のとおり見直すほか、蓄電池設備の構造に

ついて所要の規定整備を行う。（第１３条関係） 

改  正  後 現  行 

１０キロワット時以下のもの及び１０キロワット

時を超え２０キロワット時以下の一定のもの 

４,８００アンペアアワー・

セル未満のもの 

 (2) 消防署長への届出が必要な蓄電池設備について、蓄電池容量が２０キロワット時以

下のものを除くこととする。（第４４条関係） 

 (3) 新たに固体燃料を用いた厨房設備に係る離隔距離を定めるとともに、当該離隔距離

を次のとおり定める。（別表第３関係） 

種   類 
離隔距離（センチメートル） 

上 方 側 方 前 方 後 方 

木炭を燃料とする

炭火焼き器 

不燃以外 １００ ５０ ５０ ５０ 

不  燃 ８０ ３０ ― ３０ 

 (4) その他所要の規定整備を行う。 

  

 令和６年１月１日から施行

する。 
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７０ 高槻市食品衛生法施行条例等中

一部改正について 

  

 「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第５２号。以下「法」という。）」により、旅館業そ

の他の生活衛生関係営業を譲渡した場合には、許可又は検査を要することなく営業者の地

位を承継することとされたため、次の表の関係７条例に定める手続のうち営業の譲渡に係

るものの手数料に関する規定を削る。 

条   例 手  続 

１ 高槻市食品衛生法施行条例（第１条関係） 飲食店営業等の許可 

２ 高槻市旅館業法施行条例（第２条関係） 旅館業の許可 

３ 高槻市理容師法施行条例（第３条関係） 理容所の構造設備の検査 

４ 高槻市興行場法施行条例（第４条関係） 興行場の経営の許可 

５ 高槻市公衆浴場法施行条例（第５条関係） 公衆浴場の経営の許可 

６ 高槻市クリーニング業法施行条例（第６条関係）クリーニング所の構造設備の検査 

７ 高槻市美容師法施行条例（第７条関係） 美容所の構造設備の検査 

  

 法の施行の日から施行す

る。 

  

７１ 高槻市立幼保連携型認定こども

園条例及び高槻市認定こども園

の認定の要件及び基準を定める

条例中一部改正について 

  

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和５年法律第５８号）」により、次に掲げる２条例において引用する就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の条項が移動したた

め、所要の規定整備を行う。 

 (1) 高槻市立幼保連携型認定こども園条例（第１号関係） 

 (2) 高槻市認定こども園の認定の要件及び基準を定める条例（第２号関係） 

  

 公布の日から施行する。 
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種　別 事業名等 補正額(千円) 種　別 事業名等 補正額(千円)

（歳入）

健康福祉部 生活保護総務管理 5,280 繰入金 6,952

繰越金 606,368

（歳出）

総務費 6,952

（歳入）

（債務負担行為） (6,308) 繰越金 848,576

（歳出）

積立金 263,671

報酬等 5,594 償還金 584,905

繰出金 6,952 （歳入）

基金積立 517,000 繰越金 256,447

地方特例交付金 4,311 （歳出）

地方交付税 1,241,693

国庫支出金 7,553 3,602

3,640 保険料還付金 8,755

など

府支出金 1,810 1,801
など

財産収入 2,421

繰入金 △ 959,000

繰越金 1,032,222

市債 △ 800,000

△ 6,308

水 道
事 業 会 計

前年度決算剰余金

介護保険給付費等準備基金への積立

過年度分国費等の精算返還

コンビニエンス
ストア収納代行
業務
（債務負担行為）

(21,944)

後期高齢者
医 療
特 別 会 計

前年度決算剰余金

後期高齢者医療
広域連合納付金

都市創造部

消 防 本 部
高槻市島本町消防指令セン
ター整備
（債務負担行為）

(1,200,000)
消防指令センターの共同整備
令和５年度から令和７年度

一般会計繰入金

国 民 健 康
保 険
特 別 会 計

令和６年度の納期となる見込みのため、令和５年度予
算を減額し、令和６年度の納品に向けて債務負担行為
を設定する。

介 護 保 険
特 別 会 計

(45,000)
ＪＲ高槻駅北側駅舎内エス
カレーター更新工事
（債務負担行為）

247,692 繰越に伴う広域連合への納付金の増

産前産後期間の保険料免除に係るシステ
ム改修費

前年度決算剰余金

前年度決算剰余金

低所得者保険料軽減負担金

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

株式会社ジェイコムウエスト配当金

財政調整基金

令和５年度から令和６年度

一 般 会 計
歳 入 低所得者保険料軽減負担金

令和５年度から令和６年度

水道料金のコンビニエンスストア収納代
行業務

最低賃金引き上げに伴う会計年度任用職員報酬等の増

財政調整基金（決算剰余金１／２）

そ の 他

個人住民税減収補填特例交付金の交付額決定に伴う増

臨時財政対策債

国民健康保険特別会計

普通交付税の交付額決定に伴う増

ＪＲ高槻駅北駅舎内のエスカレーター更新
令和５年度から令和６年度

小型貨物ダンプ購入

令和５年度９月補正予算主要内容

繰越に伴う還付金の増

主　　要　　内　　容 主　　要　　内　　容

生活保護基準の改定等に伴うシステム改修費
（当面２年間は臨時・特例的対応）

一　般　会　計　歳　出
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